
添付資料１

【改定前】 【改定後】

へ 
  平成２４年度介護報酬改定 

   訪問リハビリテーションの提供の流れについて 

        主治医が訪問リハビリテーションを提供できない場合 

 主治医 

 ＰＴ/ＯＴ/ＳＴ 

指示を出す医師 

 患者 

②情報提

供（毎月） 

③診療（毎月） 

⑤訪問リハ実施 

①診察（毎月） 

④リハ指示 

医師の診療が毎月２回

必要 

 主治医 

 ＰＴ/ＯＴ/ＳＴ 

指示を出す医師 

 患者 

②情報提供 

  （３月毎） 

③診療 

（３月毎） 

⑤訪問リハ実施 

④リハ指示 

指示を出す医師の診察頻度を

３月毎とする 

①診察 
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